
外国⼈材採⽤⽀援
のご案内 なぜ今外国⼈材なのか

株式会社江⼝ 海外⼈材開発部
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EGUCHI VIETNAM



EGUCHI VIETNAMの仕事

◇ 介護分野での即戦⼒⼈材養成を⽬指しています。
「EGUCHI VIETNAM」では、⽇本で外国⼈⼈材紹介を⾏っている株式会社江⼝の
ベトナムでの⼈材確保業務も担っております。
特に、今後は介護分野への⼈材紹介に⼒を⼊れるべく、⽇本の介護施設と
ベトナムの専⾨学校との協⼒体制を構築するため活動しています。
これは、⾼い⽇本語能⼒を必要とする介護分野での業務において、来⽇後
⼀⽇でも早く戦⼒となることを⽬的に、ベトナムの専⾨学校でのカリキュ
ラムに⽇本語や⽇本の介護についての授業を取り⼊れるというものです。
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専⾨学校の実習設備



⽇本の外国⼈労働者

◇ 意外に多い⽇本の外国⼈労働者
現在⽇本の在留外国⼈は283万⼈（2019年現在）そのうちの労働⼈⼝は166万⼈います。
その数は⽇本の就業⼈数の2.5％以上であり現在も増加しています。
⽇本の外国⼈労働者の数は多く、ドイツ、アメリカ、イギリスについで世界第４位と
なっています。
⽇本で働く外国⼈は中国が29％で第１位、２位がベトナムで19％、３位がフィリピンで
12％。以下ブラジル、ネパールとつづいています。
当社は、３年前からベトナムの実習⽣を採⽤し、現在では27名が各職場で働いています。
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ベトナム⼈が増えています

現在⽇本で働くベトナム⼈は、中国⼈についで第２位ですが、増加率は昨年⽐約30％増で、
最⾼となっています。

中国⼈が減少した理由は、中国の経済発展により⽇本へ出稼ぎに来る⼈が減ったため
と考えられます。そして、この減少分を埋められるのがベトナム⼈に他なりません。こ
うしてベトナム⼈に労働⼒になってほしい⽇本と、⽇本で稼ぎたいベトナム⼈という需
要と供給が合致し、現在の⽇本ではベトナム⼈技能実習⽣や労働者が増加したのです。

また、ベトナム⼈留学⽣が多いのもその理由の⼀つだと考えられますし、何よりべト
ナムの若者は⽇本や⽇本企業に親近感を持っています。
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外国⼈労働者採⽤の勧め

◇ 当社の外国⼈労働者
先ほどもお話しましたとおり、当社では現在27名のベトナム⼈が働いています。そのうち

22名が実習⽣。4名が特定技能1号、1名が通訳として就労しています。
なぜ当社がベトナム⼈を採⽤してるかというと、勤勉、真⾯⽬、我慢強い、といった国⺠

性だといわれていますし、実際に働きを⾒ていますと、個⼈差はありますが⼤変よく働いて
いると感じます。

そのほか、ベトナムの物価がまだまだ⽇本に⽐べて安価なため、彼ら彼⼥らが⽇本に来て働
きたいとの意欲があるところも魅⼒の⼀つだと思います。また、⽇本⼈に⽐べて給与が低く済
むことも企業にとっては魅⼒です。
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㈱江⼝とベトナムの関係

◇ 当社には、ベトナムハノイに単独出資する「EGUCHI VIETNAM」と⾔う現地法⼈が
あります。そこでは、現地の優良企業であり実習⽣の教育機関でもある「シムコソンダ」と
共に、技術者をはじめとする様々な⼈材の発掘や紹介などを⾏っています。事務所はハノイ
のシムコ本社ビル内にあります。

また、シムコの運営する学校には、⽇本語強化のため、⽇本⼈の
先⽣を派遣しています。

当社は、ベトナムに関しては、他社にない現地ネットワークを持
っております。

「EGUCHI VIETNAM」事務所があるシムコ本社ビル
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こんなお⼿伝いができます。

◇ 当社は、実習⽣採⽤のノウハウを⽣かし、ベトナムの⽇本学校と⼈材紹介の契約を結んでおり、実習⽣はもち
ろん特定技能や正社員(技術者や通訳)など幅広い⼈材の紹介を⾏うことができます。
（有料商業紹介事業許可番号︓１３－ユー３１２４４０）

現在⽇本で働く労働者は⼤きく分けて次の働き⽅になりますが、採⽤できる職種が決まっています。（学⽣アル
バイト除く）
■技能実習⽣の受け⼊れをできるのは、1.農業、2.漁業、3.建築、4.⾷品製造、5.繊維・⾐服、6.機械・⾦

属関係、7.その他 (80職種144作業)（3年・5年） ※別途資料あり
■特定技能として受け⼊れられるのは、1.介護、2.ルクリーニング、3.素材産業、4.産業機械製造業、5.電気・電⼦

情報関連産業、6.建設業、7.造船・船⽤業、8.⾃動⾞整備業、9.航空業、10.宿泊業、11.農業、12.漁業、13.飲⾷
料品製造業、14.外⾷業、(14職種)(5年)

■正社員として受け⼊れをできるのは、技術、⼈⽂知識、国際業務等、永住者（〜5年継続可）
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外国⼈材を雇⽤する⼀般的な⽅法
(在留資格)

◇在留資格は４種類

① 技術⼈⽂知識国際業務
② 技能実習制度
③ 特定技能
④ インターン

※永住者などの⾝分に基付くビザは除く
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４種類の在留資格の⽐較
在留資格 技術・⼈⽂知識・国際業務 特定技能

(1号)
特定技能
(2号)

技能実習
(1号・2号・3号) 特定活動９号

⽬的 就労 就労
(単純労働の労働⼒確保) 国際貢献・技術移転 報酬ありのインターンシップ

在留期間 制限なし 最⻑5年 制限なし 最⻑5年 1年を超えない期間、かつ⼤学の就業期
間の１/2を超えない期間内

家族の帯同 可 不可 可 不可 不可

⽇本語能⼒
(JLPT⽬安)

・ビジネスレベル
・⽬安Ｎ２〜Ｎ１
・試験結果は必要なし

・挨拶レベル〜⽇常会話
・Ｎ４〜Ｎ３
・試験結果などの証明必要
（1号のみ、2号は不要）

・挨拶レベル〜⽇常会話
・Ｎ４〜Ｎ３程度
・試験結果などの証明必要なし

学歴要件
・国内外の⼤学卒業(学⼠以上)
・⽇本の短期⼤学
・⽇本の専⾨学校卒業(専⾨⼠)

不問 不問

・外国の⼤学の学⽣
※卒業⼜は終了した者に対して学位の
授与される教育課程に在籍している学
⽣が対象

給与要件 ⽇本⼈と同等以上 ⽇本⼈と同等以上 ⽇本⼈と同等以上2019年11⽉より

採⽤⽅法と管
理⽅法

国内、海外どちらでも可能
直接採⽤、紹介会社等

国内、海外どちらでも可能
直接採⽤、紹介会社等
⽀援契約の⽴案の実施必須

送り出し機関からの紹介
来⽇後は管理団体にて管理 海外の⼤学と提携

仕事内容
外国ならでは感性、語学⼒や技術を
⽣かせる仕事
例）デザイナー、エンジニア、通訳、
語学教師など

14業種のみ

例）建築、造船、宿泊、
清掃、飲⾷など

・建設業
・造船

対象職種のみ
(80職種 144作業)
例）農業、建築、製造業、
介護、清掃、飲⾷など

学業等の⼀環として、外国の⼤学と⽇
本の企業等の間の契約により報酬を受
けて実習を⾏う活動

転職・転籍 可能 可能 不可 不可
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なぜハノイ︖

ベトナムの２⼤都市は、⾸都であるハノイと南のホーチミンです。⼈⼝でいえばハノイ
は７６０万⼈、ホーチミンは８２０万と、ハノイよりホーチミンの⽅が約６０万⼈も多

いのですが、ハノイの⽅が治安もいいですし、
労 労働⼒となる若者も集まりやすいと思います。

彼らは、⼀⾔でいうと「擦れていない」といった
感じがします。そのため、当社では、ハノイに拠
点を置き活動しているのです。

ハノイ旧市街
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採⽤までの流れ

お
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と
の
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ち
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就労ビザの申
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⼈
材
の
確
保必要な職種、仕事

内容、⼈物像、性
別、処遇、等々を
確認

⾯

接

採

⽤
ベトナム、⽇本
での就業希望者
を⼈選する

ビ
ザ
申
請
・
取
得ベトナム⼜は

⽇本での⾯接実
施

スタート １か⽉ 1.5 か⽉〜２か⽉ ２か⽉〜３か⽉ ３か⽉〜５か⽉

⼊国管理局へ
司法書⼠による

１〜２か⽉

◇ 採⽤までのイメージ (採⽤⽅法により違いがあります)

ご希望の⼈材を
紹介します
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なぜ当社︖

◇ 他社に⽐べて安価である。
当社は、取引先のお客さまのご要望により、無料でベトナム⼈材の紹介をしておりましたが、現地で

の同⾏⾯接や、⼈材発掘に費⽤がかかってしまいます。
また、よりきめ細かいフォローの為、当社の通訳が取引先さまに訪問し問題の解決などを⾏っており

ますが、さらなるサービス向上のため、優良職業紹介事業者として登録し活動することにしました。
そのため原価に近い費⽤のみ請求させていただく予定ですので安価になるわけです。
(他社ですと紹介料が紹介者年収の3割程度が多いようです）

◇ 現地法⼈があるから優秀な⼈材が確保できる。
当社には、ベトナムハノイに「EGUCHI VIETNAM」と⾔う現地法⼈があります。そのため、現

地のネットワークを活⽤し、お望みの⼈材を確保することができるのです。
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料⾦表
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詳細は⾒積いたします。

ビザの種類 項⽬ 費⽤

技能実習
管理費(毎⽉) 3万3千円

⽇本語教育強化費(初回のみ) 3万円

特定技能
紹介料（注1） 理論年収15％程度

フォロー⽀援費(⽉額) 3万3千円

技術⼈⽂知識国際業務 紹介料（注2） 理論年収20％程度

注1：海外から渡航の場合航空券代、ビザ申請費(実費)送り出機関によってはトレーニング費、諸経費がかかります。
注2：海外から渡航の場合航空券代、ビザ申請費(実費)がかかります。

※技能実習管理・特定技能フォロー⽀援は当社協⼒組合が⾏います。

※当社の価格は、他の紹介事業者に⽐べ、安価に設定しております。



アフターフォロー

◇ 採⽤後のサポート
当社では、技能実習⽣や特定技能⽣のアフターフォローの為、⽇本語ができるベトナム⼈スタッフが対応

する仕組みを構築しております。また、技能実習⽣に必要な管理組合や特定技能に必要な⽀援機関等とは業
務提携を⾏い、働く外国⼈にも、雇⽤主様にも煩わしさを感じることのないよう努めてまいります。

そのほか、採⽤した⼈材を活⽤し、ベトナムに拠点を設ける等のお⼿伝いもできます。
新たな⼈材として外国⼈雇⽤をお考えなら、ぜひ当社担当にご相談くだい。

担当 株式会社 江⼝ 海外⼈材開発部 ⻑嶋
東京都港区浜松町1-8-1江⼝ビル
電話︓03-3436-3688 FAX︓03-3436-0813

E-mail︓m.nagashima@k-eguchi.co.jp
ハノイ郊外にあるシムコの学校
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ベトナムってどんなところ︖(参考)

 【国名】ベトナム社会主義共和国
 【⾸都】ハノイ
 【⾯積】33万1210㎢ (⽇本の約9割)
 【⼈⼝】約9039万⼈
 【宗教】仏教90％
 【⾔語】ベトナム語
 【⺠族】キン族（ベト族）約90％ 他50以上の少数⺠族
 【通貨】VND(ベトナムドン)

 【平均年齢】30.9歳（2018年）

世界遺産のハロン湾
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